


⇒ 医療費が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者

＜精神通院医療の場合＞

ア 疾病・症状等から対象となる者

① 以下の国際疾病分類（ICDコード）については、疾患名の診断をもって対象となる。

・Ｆ０：症状性を含む器質性精神障害

・Ｆ１：精神作用物質使用による精神及び行動の障害

・Ｆ２：統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

・Ｆ３：気分（感情）障害

・Ｇ４０：てんかん

② 疾患名がＦ４～Ｆ９については、「精神医療に一定以上の経験（精神保健指定医若しくは３年以上の

精神医療の経験）を有する医師」による「計画的かつ集中的な精神医療を継続的に要する」旨の診断が

あった者。

イ 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

申請を受理した日を含む前１２か月において、医療保険の高額療養費の支給回数が３回以上の場合。

※証明する添付書類：高額療養費の支給通知書の写し、高額療養費の請求に係る医療機関の領収書等。

なお、「重度かつ継続」の該当は、申請に基づき、都立中部総合精神保健福祉センターで審査し、認定する。

「重度かつ継続」の対象者とは


